
 

千葉市公告第４９８号  

 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第７６条の３第４項において準用

する同法第７３条第１項の規定により次のとおり建築協定を認可しました

ので、同条第２項の規定により公告します。  

 その関係図書は、都市局建築部建築指導課に備えて縦覧に供します。  

 

  令和４年６月２１日  

             千葉市長 神 谷  俊 一  

 

 

１ 申 請 者  

  住所 千葉市中央区弁天２－２０－２０  

  氏名 株式会社 拓匠開発 代表取締役 工藤 英之 

２ 区域の地名地番  

千葉市花見川区幕張町三丁目１６４１－３、１６４１－４、 

１６４１－５ 

３ 建築協定名称 

 モリニアル幕張建築協定  

４ 認 可 日 

  令和４年６月２１日  

５ 有効期限 

  令和４年６月２１日から１０年間 

  （モリニアル幕張建築協定第１５条により建築協定廃止の手続きが

なされない限り自動更新とする） 


